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※�
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
申
し
込
み
に
つ
い
て
申
込
開
始

日
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、原
則
、１
日
か
ら
申
し

込
み
が
可
能
で
す（
公
共
機
関・団
体
、市
民
情
報

ひ
ろ
ば
は
除
く
）。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

市

　
　政

市
役
所
日
曜
窓
口 

（
第
４
日
曜
日
）
10
月
は
27
日

∧
業
務
実
施
窓
口
∨

　
市
民
課
、
保
険
事
業
室
、
納
税
課
で

す
。

※
取
り
扱
い
が
で
き
な
い
業
務
も
あ
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
担
当
課
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

問　
各
担
当
課
（
☎
８
２
４
・
１
１
８

１
）市

議
会
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

　
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
市
議
会
に
つ
い
て

の
意
見
を
聴
き
、
議
会
運
営
の
参
考
と
す

る
た
め
、
市
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
人�

３
５
０
０
人
（
無
作
為
抽
出
）
を
対
象
に

郵
送
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

　
10
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す
の
で
、
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
議
会
事
務
局
（
☎
８
２
４
・
０
０
１

０
）

く
ら
し
の
情
報

食
用
油
の
回
収

　
10
月
25
日
（
金
）
午
後
1
時
～
3
時
、

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
。

※
業
務
用・未
使
用
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。

容
器
は
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

問　
「
市
消
費
者
協
会
」・
前
田
（
☎
８
２

２
・
１
９
９
７
）

手
づ
く
り
み
そ
講
習
会

　
10
月
18
日
（
金
）
午
前
10
時
～
午
後
2

時
、
市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議

室
、
費
用
１
口
３
７
０
０
円
（
大
豆
１
・

５
キ
ロ
グ
ラ
ム
、こ
う
じ
３
キ
ロ
グ
ラ
ム
、

塩
1
キ
ロ
グ
ラ
ム
）。

∧
大
豆
の
引
渡
し
∨

　
10
月
11
日
（
金
）
午
前
10
時
～
11
時
、

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
１
階
ロ
ビ
ー
。

申
込
・
問　
10
月
７
日
（
月
）
午
前
10
時

～
正
午
に
「
市
消
費
者
協
会
」・小
橋
（
☎

８
２
３
・
８
０
８
８
）

消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う 

上
下
水
道
料
金
の
改
定

　
９
月
30
日
以
前
か
ら
継
続
し
て
上
下
水

道
を
利
用
し
て
い
る
場
合
は
、
10
月
以
降

最
初
の
検
針
分
に
限
り
旧
税
率
（
８
％
）

が
適
用
さ
れ
、
２
回
目
の
検
針
分
か
ら
新

税
率
（
10
％
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
10
月
１
日
（
火
）
以
降
に
使
用
を
開
始

し
た
場
合
は
、
最
初
の
検
針
分
か
ら
新
税

率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

問　
経
営
総
務
課
（
☎
８
２
４
・
１
１
７

７
）下

半
期
消
費
生
活
講
座 

受
講
者
募
集

▽
日
時
な
ど　
下
の
表
の
と
お
り

▽
場
所　
市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

▽
対
象　
市
民
（
申
込
順
）

▽
参
加
費　
無
料

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

申
込
・
問　
10
月
２
日
（
水
）
か
ら
電
話

で
市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
☎
８
２
８・

０
４
２
８
）

募
集
情
報

保
育
所
ア
ル
バ
イ
ト
職
員 

登
録
者
を
募
集

▽
職
種　
①
保
育
士
②
延
長
保
育
士

▽
勤
務
日
時　
月
～
土
曜
日
①
午
前
８
時

45
分
～
午
後
５
時
15
分
（
週
38
時
間
45

分
）
②
午
前
７
時
15
分
～
午
後
７
時
15
分

∧
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
５
時
間
程
度

の
勤
務
、
シ
フ
ト
制
（
応
相
談
）
∨

▽
日
給　
①
１
万
円

▽
時
給　
②
資
格
有
り
…
１
３
３
０
円
、

資
格
な
し
…
１
２
５
０
円

申
込　
履
歴
書
・
免
許
証
な
ど
の
写
し
を

直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
人
事
室
（
〒
572
―

８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
）

※
登
録
後
に
面
接
を
行
い
、
採
用
者
を
決

定
し
ま
す
。

問　
保
育
課
（
☎
８
１
２
・
２
５
５
２
）

大
阪
府
講
師
登
録
説
明
会

　
小
・
中
学
校
で
勤
務
す
る
講
師
の
登
録

説
明
会
、
個
別
相
談
が
行
わ
れ
ま
す
。

▽
日
時　
①
11
月
14
日
（
木
）
午
後
３
時

～
４
時
②
18
日
（
月
）
午
後
１
時
～
２
時

③
午
後
４
時
～
５
時

※
い
ず
れ
も
内
容
は
同
じ
で
す
。

▽
場
所　
①
高
槻
市
教
育
会
館
３
階
第
２

研
修
室
②
③
大
阪
府
庁
新
別
館
北
館
４
階

多
目
的
ホ
ー
ル

申
込　
当
日
直
接

※
①
当
日
、
登
録
を
希
望
す
る
人
は
証
明

日　時 内　容 定　員

① 10月 23日（水）
午後１時 45分～４時 40分

コカ・コーラボトラーズジャパン（株）
京都工場

（京都府久世郡久御山町田井新荒見 128）
27 人

② 10月 30日（水）
午後１時 30分～３時

～フルグラ健康講座～
腸内フローラを増やし、もっと元気に !

40 人
③ 11月８日（金）
午後１時 30分～３時 キャッシュレス時代のトラブル防止策

消費生活講座

※�①は午後１時 45 分に市立消費生活センター集合（市マイクロバスで移動）、①は②
又は③を受講できる人優先。
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用
写
真
（
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
３
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
）
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

②
学
務
課
で
の
講
師
登
録
に
つ
い
て
は
随

時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
教
員
免
許
取
得

見
込
者
は
、
11
月
か
ら
（
予
定
）
受
け
付

け
し
ま
す
。

問　
学
務
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７
２
）

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

土
・
日
・
祝
日
の 

持
込
み
ご
み
受
入
日
の
お
知
ら
せ

　
10
月
12
日（
土
）・14
日（
祝
）22
日（
祝
）・

27
日（
日
）・11
月
4
日（
休
）・9
日（
土
）・

24
日（
日
）・12
月
14
日（
土
）・28
日（
土
）・

29
日
（
日
）・
30
日
（
月
）
の
午
前
９
時

～
午
後
４
時
で
す
。

※
月
～
金
曜
日
も
午
前
９
時
～
午
後
４
時

に
実
施
し
て
い
ま
す
。

問　
環
境
事
業
課
（
☎
８
２
１
・
４
０
３

９
）草

花
の
無
料
配
布

　
各
家
庭
で
花
を
植
え
、
皆
さ
ん
で
花
と

緑
の
あ
る
ま
ち
に
し
ま
せ
ん
か
。

▽
日
時
・
場
所　
右
下
の
表
の
と
お
り

▽
花
の
種
類　
パ
ン
ジ
ー
、ノ
ー
ス
ポ
ー
ル
、

キ
ン
ギ
ョ
ソ
ウ
、
ナ
デ
シ
コ
、
ス
ト
ッ
ク

※
①
各
会
場
、定
員
１
０
０
人（
先
着
順
）、

１
人
い
ず
れ
か
１
株
②
定
員
に
達
し
た
と

き
は
、
開
始
時
間
前
に
配
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
③
持
ち
帰
り
用
の
袋
を
持
っ
て
き

て
く
だ
さ
い
。

問　
公
園
み
ど
り
課
（
☎
８
２
５
・
２
２

９
３
）

ね
や
が
わ
ク
リ
ー
ン
デ
イ

　
「
自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で
き
れ

い
に
す
る
」
と
い
う
美
化
意
識
や
自
治
意
識

を
も
っ
て
、
各
中
学
校
区
内
の
道
路
・
公
園

な
ど
の
清
掃
・
啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
。

▽
日
時　
10
月
27
日
（
日
）
＝
雨
天
中
止

▽
集
合
時
間
・
場
所　
右
下
の
表
の
と
お
り

※
①
中
止
の
と
き
は
当
日
の
午
前
７
時
に

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
②

軍
手
や
ご
み
を
入
れ
る
ビ
ニ
ー
ル
袋
、
金

ば
さ
み
な
ど
が
あ
れ
ば
持
っ
て
来
て
く
だ

さ
い
。

問　
市
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
推
進
委

員
会
事
務
局
（
☎
８
２
５
・
２
１
２
０
）

ご
み
減
量
マ
イ
ス
タ
ー
養
成
講
座

　
家
庭
や
地
域
で
自
主
的
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
ご
み
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル
に

つ
い
て
学
び
、
修
了
者
を
ご
み
減
量
マ
イ

ス
タ
ー
（
初
級
）
と
し
て
認
定
し
ま
す
。

▽
日
時　
11
月
22
日
（
金
）
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

▽
場
所　
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

▽
内
容　
講
義
・
施
設
見
学
（
市
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
）・
ご
み
減
量
や
生
ご
み
水

切
り
体
験
・
雑
紙
分
別
体
験

▽
対
象　
市
内
在
住
・
在
職
・
在
学
の
高

校
生
以
上
の
人

※
①
車
で
来
場
で
き
ま
す
。
市
役
所
か
ら

送
迎
も
し
ま
す（
事
前
申
し
込
み
が
必
要
）

②
受
講
希
望
者
に
は
詳
し
い
案
内
を
送
付

し
ま
す
③
開
催
日
時
以
外
を
希
望
す
る
と

き
は
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問　
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話

番
号
、
当
日
の
来
場
手
段
を
郵
送
、
電
話

又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
10
月
31
日
（
木
）
＝
必
着

＝
ま
で
に
環
境
総
務
課
（
〒
572
―
０
８
５

５
寝
屋
南
一
丁
目
２
番
１
号
市
ク
リ
ー
ン

日　時 場　所

10月16日（水）
午前10時 東北コミュニティセンター

午後２時 西北コミュニティセンター

17日（木）
午前10時　 東コミュニティセンター

午後２時 西コミュニティセンター

　18日（金）
午前10時 西南コミュニティセンター

午後２時 南コミュニティセンター

草花の無料配布

中学校 集合場所 時　間

第一中学校 運動場 午前10時

第二中学校 正門付近 午前９時

第三中学校 通用門付近 午前９時

第四中学校 校舎中庭 午前９時

第五中学校 正門前 午前10時

第六中学校 正門付近 午前９時

第七中学校 正門付近 午前10時

第八中学校 西コミュニティセンター 午前９時

第九中学校 体育館前 午前10時

第十中学校 ①十中校舎中庭
②宇谷小学校正門 午前９時

友呂岐中学校 ①木屋元町公園
②石津小学校東門 午前９時

中木田中学校 通用門付近 午前10時

ねやがわクリーンデイ

ねやがわクリーンデイ

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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セ
ン
タ
ー
内
☎
８
２
４
・
０
９
１
１
、
ＦＡＸ

８
２
１
・
３
３
４
９
）

落
葉
の
再
資
源
化
を
実
施 

地
域
清
掃
で
の
分
別
収
集
に
協
力
を

　
自
治
会
な
ど
の
地
域
清
掃
な
ど
で
集
め

た
落
葉
（
枝
・
葉
・
幹
）
を
再
資
源
化
し
、

堆
肥
と
し
て
還
元
し
ま
す
。

　
落
葉
を
収
集
す
る
分
別
用
の
専
用
袋
を

配
布
し
ま
す
の
で
、
収
集
に
協
力
で
き
る

団
体
は
、
環
境
事
業
課
へ
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

　
収
集
し
た
落
葉
は
、
再
資
源
化
し
、
協

力
し
た
団
体
を
優
先
に
堆
肥
を
配
布
し
ま

す
。

▽
堆
肥
配
布
ま
で
の
流
れ　
①
地
域
清

掃
な
ど
で
の
ご
み
収
集
の
申
し
込
み
、
落

葉
収
集
用
の
専
用
袋
配
布
②
地
域
清
掃

な
ど
で
落
葉
を
分
別
し
て
収
集
③
市
（
環

境
事
業
課
）
が
ほ
か
の
ご
み
と
一
緒
に
回

収
④
再
資
源
化
し
、
堆
肥
を
配
布

申
込
・
問　
環
境
事
業
課
（
☎
８
２
０
・

７
４
０
０
）

実質赤字比率
一般会計などにおける赤字の程度を指標
化したもの

連結実質赤字比率
全会計における赤字の程度を指標化した
もの

実質公債費比率
一般会計などの借金返済費用の財政負担
の度合いを指標化したもの

将来負担比率
一般会計などが将来負担すべき実質的な
負債を指標化したもの

平成 30年度
決　算 健全化判断比率・資金不足比率を公表

財政運営は健全です

　健全化判断比率及び資金不足比率は、市の財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を取
るための目安となる指標で、１つでも国が定める基準を上回った場合は、財政健全化計画などを
策定し、議会の議決を経たうえで健全化に取り組む必要があります。
　市の平成30年度決算における指標は、いずれも国が定める基準を下回っています。
問　健全化判断比率…財政課（☎825・2041）、資金不足比率…経営総務課（☎825・2247）

健全化判断比率の状況 早期健全化基準
（イエローカード）

財政再生基準
（レッドカード）

健全化判断
比率とは 次の４つの指標をいいます。 寝屋川市の数値

△3.64％ 11.33％

16.33％△22.19％

25.0％1.8％

350.0％△70.2％

早期健全化段階 再生段階20％

30％

35％

水道事業会計

下水道事業会計

資金不足比率の状況 経営健全化基準

公営企業（水道事業会計、下水道事業会計）の資金不足額を事業規模に対する割合で
表した指標です。

△167.1％ 20.0％

△28.0％ 20.0％

資金不足
比率とは
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生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
伴
う 

都
市
計
画
案

　
生
産
緑
地
地
区
（
農
地
）
を
法
の
規
定

に
基
づ
い
て
現
在
の
61
・
50
ヘ
ク
タ
ー
ル

か
ら
60・63
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
変
更
し
ま
す
。

こ
の
案
に
つ
い
て
、
利
害
関
係
の
あ
る
人

や
市
民
の
皆
さ
ん
は
、
縦
覧
期
間
内
に
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
縦
覧
期
間　
10
月
17
日
～
31
日

▽
縦
覧
場
所　
都
市
計
画
室

※
変
更
の
内
容
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
都

市
計
画
室
」で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問　
都
市
計
画
室（
☎
８
２
５・２
２
６
６
）

相

　
　談

10
月
７
日
～
13
日
行
政
相
談
週
間

　
「
相
続
・
登
記
・
税
金
・
年
金
・
住
宅

な
ど
行
政
な
ん
で
も
相
談
」を
開
き
ま
す
。

▽
日
時　
10
月
11
日
（
金
）
午
前
10
時
～

午
後
４
時

▽
場
所　
中
央
区
民
セ
ン
タ
ー（
ホ
ー
ル
）

▽
参
加
機
関　
近
畿
税
理
士
会
・
大
阪
弁

護
士
会
・
大
阪
法
務
局
・
大
阪
労
働
局
・

日
本
年
金
機
構
な
ど

∧
国
へ
の
要
望
は
行
政
相
談
委
員
へ
∨

　
行
政
相
談
委
員
が
国
の
行
政
機
関
へ
の

要
望
な
ど
を
皆
さ
ん
か
ら
聞
い
て
解
決
し

て
い
く「
行
政
相
談
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

▽
日
時　
毎
月
第
１
・
３
火
曜
日
午
前
10

時
～
正
午

▽
場
所　
市
役
所
２
階
広
報
広
聴
課
相
談

室※
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
守
り
ま
す
。

問　
広
報
広
聴
課
（
☎
８
２
４・１
１
５
５
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
何
で
も
相
談

　
10
月
16
日
（
水
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

の
設
立
手
続
き
や
団
体
運
営
の
ア
ド
バ
イ

ス
な
ど
、
定
員
４
団
体
（
申
込
順
）。

申
込
・
問　
10
月
９
日
（
水
）
ま
で
に
直

接
窓
口
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

　
10
月
22
日
（
祝
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
パ
ソ
コ
ン
機

器
の
故
障
、
ト
ラ
ブ
ル
、
定
員
10
人
（
申

込
順
）、
パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
き
て
く
だ

さ
い
。

申
込
・
問　
10
月
15
日
（
火
）
か
ら
直
接

窓
口
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
就
労
相
談
を
行
い

ま
す
。

▽
日
時　
10
月
11
日
・
25
日
、
い
ず
れ
も

金
曜
日
午
前
９
時
50
分
～
午
後
１
時
（
１

人
40
分
程
度
）

▽
場
所　
リ
ラ
ッ
ト
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

ル
ー
ム
１

※
相
談
無
料（
予
約
が
必
要
）、完
全
個
室
、

子
ど
も
連
れ
可
、
キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
あ
り

ま
す
。

申
込
・
問　
開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
市

公
式
ア
プ
リ
「
各
種
予
約
」
又
は
電
話
で

市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２
８
・

０
７
５
１
）産

業
・
事
業
者

三
市
合
同
企
業
就
職
面
接
会

　
寝
屋
川
市
、
枚
方
市
、
交
野
市
内
の
企

業
と
の
就
職
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
10
月
25
日（
金
）午
後
１
時
～
４
時（
受

付
は
午
後
３
時
ま
で
）、
市
立
市
民
会
館
、

参
加
無
料
。

申
込　
当
日
直
接

※
①
履
歴
書
（
面
接
を
受
け
る
会
社
ご
と

に
１
通
ず
つ
必
要
）、筆
記
用
具
、ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
カ
ー
ド
（
持
っ
て
い
る
人
の
み
）

を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
②
求
人
企
業

は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
枚
方
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
ま
す
③
10
月
25
日（
金
）は
、

ね
や
が
わ
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
内
の

地
域
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
の
就
労
相
談
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問　
枚
方
雇
用
開
発
協
会
（
☎
８
６
１
・

５
０
３
１
）、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
枚
方
（
☎

　
申
込
は
い
ず
れ
も
当
日
直
接
。

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
会
議

▽
日
時　
10
月
10
日
（
木
）
午
後
２

時
30
分

▽
場
所　
本
庁
議
会
棟
５
階
第
２
委

員
会
室

問　
こ
ど
も
を
守
る
課（
☎
８
３
８・

０
１
３
４
）

市
地
域
公
共
交
通
協
議
会

▽
日
時　
10
月
25
日
（
金
）
午
前
10

時▽
場
所　
議
会
棟
５
階
第
２
委
員
会

室問　
道
路
交
通
課
（
☎
８
２
５
・
２

３
８
４
）

委員会など

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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８
４
１
・
３
３
６
３
）
又
は
市
立
産
業
振

興
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２
８
・
０
７
５
１
）

「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
」
の 

販
売
が
始
ま
り
ま
す

　
10
月
１
日
（
火
）
か
ら
市
民
税
非
課

税
者
や
子
育
て
世
帯
を
対
象
に
し
た
商

品
券
の
販
売
を
開
始
し
ま
す
。

∧
市
民
税
非
課
税
者
∨

　
申
請
済
の
購
入
対
象
者
に
は
商
品
券
購

入
引
換
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
申
請
が

ま
だ
の
人
は
、
11
月
末
ま
で
に
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

∧
子
育
て
世
帯
∨

　
平
成
28
年
４
月
２
日
～
令
和
元
年
９
月

30
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
人
数
分

の
商
品
券
購
入
引
換
券
を
世
帯
主
に
順
次

送
付
し
て
い
ま
す
。

▽
商
品
券
販
売
場
所　
市
内
郵
便
局
（
本

店
及
び
支
店
）
27
か
所

▽
販
売
期
間　
令
和
２
年
２
月
28
日（
金
）

ま
で

▽
購
入
時
に
必
要
な
も
の　
商
品
券
購
入

引
換
券
と
購
入
す
る
人
の
本
人
確
認
書
類

▽
販
売
形
式　
１
冊
５
０
０
０
円
（
５
０

０
円
券
×
10
枚
）
の
商
品
券
を
４
０
０
０

円
で
販
売

※
分
割
で
１
冊
か
ら
購
入
で
き
ま
す
（
購

入
引
換
券
１
枚
に
つ
き
５
冊
ま
で
購
入

可
）。
商
品
券
が
使
え
る
店
舗
（
登
録
店
）

は
、
店
頭
に
専
用
ポ
ス
タ
ー
＝
写
真
左
上

＝
を
貼
っ
て
い
ま
す
。

▽
使
用
有
効
期
間　
令
和
２
年
２
月
29
日

（
土
）
ま
で

※
使
用
で
き
る
店
舗
な
ど
詳
し
く
は
、
商

品
券
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）

を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
産
業
振
興
室
（
申
請
に
つ
い
て
…
☎

８
２
２
・
９
２
９
２
、
商
品
券
購
入
及
び

使
用
に
つ
い
て
…
☎
０
１
２
０
・
９
２

３
・
２
０
３
）

安
全
・
安
心

防

　
　災

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の 

お
知
ら
せ

∧
普
通
救
命
講
習
会
∨

　
10
月
26
日
（
土
）
午
前
９
時
30
分
～
午

後
０
時
30
分
、
枚
方
消
防
署
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の

使
用
方
法
や
心
肺
蘇
生
法
な
ど
の
知
識
と

技
術
を
習
得
、
寝
屋
川
市
・
枚
方
市
に
在

住
・
在
職
・
在
学
の
人
30
人
（
申
込
順
）、

受
講
無
料
。

※
車
で
の
来
場
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問　
10
月
15
日
～
18
日
の
午
前
９

時
～
午
後
５
時
に
電
話
で
枚
方
消
防
署
警

備
課
（
☎
８
５
２
・
９
９
４
４
）

∧
応
急
手
当
普
及
員
講
習
∨

　
11
月
20
日
～
22
日
の
午
前
９
時
～
午
後

５
時
、枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
消
防
本
部
、

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
や
心
肺
蘇
生
法
な
ど

の
知
識
と
技
術
及
び
指
導
技
法
を
習
得
、

寝
屋
川
市
・
枚
方
市
に
在
住
・
在
職
・
在

学
の
人
30
人
（
申
込
順
）、
テ
キ
ス
ト
代

３
７
４
０
円
が
必
要
。

※
車
で
の
来
場
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問　
10
月
29
日
～
11
月
１
日
の
午

前
９
時
～
午
後
５
時
に
電
話
で
枚
方
寝
屋

川
消
防
組
合
救
急
課
（
☎
８
５
２
・
９
９

１
８
）

∧
乳
児
・
小
児
の
た
め
の
救
命
講
習
∨

　
10
月
23
日
（
水
）
午
前
10
時
～
11
時
30

分
、
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
消
防
本
部
、

乳
児
・
小
児
に
対
す
る
心
肺
蘇
生
法
・
応

急
手
当
、
家
庭
内
で
の
事
故
防
止
な
ど
の

知
識
と
技
術
を
習
得
、
寝
屋
川
市
・
枚
方

市
に
在
住
・
在
職
の
人
15
人
（
申
込
順
）、

受
講
無
料
。

※
①
子
ど
も
連
れ
で
参
加
で
き
ま
す
②
車

で
の
来
場
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問　
10
月
８
日
～
11
日
の
午
前
９

時
～
午
後
５
時
に
電
話
で
枚
方
寝
屋
川
消

防
組
合
救
急
課
（
☎
８
５
２・９
９
１
８
）

∧
甲
種
防
火
管
理
講
習
∨

　
11
月
７
日
（
木
）
午
前
10
時
～
午
後
４

時
30
分
・
８
日
（
金
）
午
前
10
時
～
午
後

５
時
、
い
ず
れ
も
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合

消
防
本
部
、
寝
屋
川
市
・
枚
方
市
に
在
住

又
は
在
職
の
人
で
防
火
管
理
の
業
務
を
適

切
に
遂
行
で
き
る
人
１
０
０
人
（
申
込

順
）、
受
講
料
４
０
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト

代
な
ど
、
初
日
に
納
付
）。

※
①
車
で
の
来
場
は
控
え
て
く
だ
さ
い
②

消
防
設
備
点
検
資
格
者
講
習
又
は
自
衛
消

防
業
務
講
習
の
既
修
者
は
講
習
科
目
が
一

部
免
除
さ
れ
ま
す
。

申
込
・
問　
所
定
の
用
紙
（
消
防
署
・
消

防
出
張
所
で
配
布
）
を
10
月
７
日
～
11
日

の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
15
分
に
直
接
窓

口
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合

予
防
指
導
課
（
☎
８
５
２
・
９
９
１
２
、

ＦＡＸ
８
０
０
・
３
０
０
０
）

※「
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
」ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

※
詳
し
く
は
「
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
」

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

防

　
　犯

10
月
11
日
～
20
日 

全
国
地
域
安
全
運
動

　
市
民
の
皆
さ
ん
と
市
防
犯
協
会
、
寝
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相談名 内容など 日時（祝日・年末年始を除く） 申し込み方法 申し込み・問い合わせ先

法律相談

同
一
案
件
の
相
談
は
原
則
１
回
限
り
で
す

相続、借地、借家、不動産、
離婚などの法的問題の相談
定員…７人
相談時間…30分程度
相談員…弁護士

月～金曜日と第4日曜日
午後1時～4時30分
（10月27日・11月24日・12月22日）電話又はアプリで（申込順）

【受付開始日】
相談日の1週間前の
同じ曜日の午前9時
から（申込順）
※�受付開始日が日曜
日、祝日、振替休
日の場合はその翌
日から受け付けま
す。

【受付開始日以降の
取り扱い】
電話で申し込み（土・
日曜日、祝日、振替休
日は申し込みができ
ません）

アプリで申し込み
（土・日曜日、祝日、
振替休日も申込可能
です）

広報広聴課
☎ 824・1155

登 記 ・
測量相談

登記手続きや土地・家屋の
測量、境界明示などの相談
定員…６人
相談時間…30分程度
相談員…司法書士、土地家
屋調査士

第２木曜日
午後1時～4時
（10月10日・11月14日・12月12日）

国税相談

所得税、相続税、贈与税な
どの相談
定員…６人
相談時間…30分程度
相談員…税理士

第３木曜日
午後１時～４時
（10月17日・11月21日・12月19日）

不 動 産 ･
建築相談

不動産の売買、家屋の新築・
増築の手続きなどの相談
定員…４人
相談時間…30分程度
相談員…宅地建物取引士、
建築士

第２金曜日
午後２時～４時
（10月11日・11月８日・12月13日）

相 続 ･
遺 言 等
相 談

遺産分割協議書、遺言書、
離婚協議書などの相談
定員…６人
相談時間…30分程度
相談員…行政書士

第３金曜日
午後１時～４時
（10月18日・11月15日・12月20日）

行 政 相 談
国の行政機関などへの相談や
要望
相談員…行政相談委員

第１・３火曜日午前 10時～正午
※�相談の予約は、月～金曜日に
随時受け付けます。

直接窓口又は電話
で相談してください

市 政 相 談 市役所への相談や要望相談員…市職員
月～金曜日
午前９時～午後５時 30分

消費生活相談

商品やサービスに不満や疑問
を感じたり、訪問販売などで
契約上のトラブルに巻き込ま
れたりしたときや多重債務に
関わる相談
相談員…消費生活相談員

月～土曜日
午前９時～正午
午後１時～４時

消費生活センター
（桜木町５番 30号）
☎ 828・0397

人 権 相 談

人権に関わる相談
定員…３人
相談員…人権擁護委員

毎週火曜日
午後１時・２時・３時

直接窓口又は電話
で予約してください 人権文化課

☎ 825・2168
人権に関わる相談

月～金曜日
午前９時～午後５時 30分
※�電話での相談もでき�ます。

当日直接

女性のための
法律相談

女性弁護士による離婚、ＤＶ、
相続などの法的相談
定員…４人

第３火曜日（祝日も実施）午後
１時 30 分～４時 30 分（10 月
15日・11月19日・12月17日）

前日の午前 10 時
から電話予約を受
付（申込順）

男女共同参画推進センター
ふらっと�ねやがわ（産業振興セ
ンター５階）☎800・5790

女性の心の悩
み相談（カウ
ンセリング）

カウンセラーが助言・アド
バイスするのではなく、悩
みを本人が話すことで心の
整理をつけ、一緒に問題解
決を図ります（女性の相談
員がサポートします）

面
接

毎週月曜日午前９時30分～午後
０時40分・毎週水曜日午後１時
30分～４時40分・第３木曜日午
後１時30分～４時40分
※�祝日も相談できます。

電話で予約してくだ
さい

男女共同参画推進センター
ふらっと�ねやがわ（産業振興セ
ンター５階）☎800・5789

電
話

毎週金曜日午後１時～５時
（午後４時 30分までに電話し
てください）
※�祝日も相談できます。 申し込み不要です

男女共同参画推進センター
ふらっと�ねやがわ（産業振興セ
ンター５階）☎800・5584男性のための

悩み相談（カ
ウンセリング）

男性相談員による男性の自立、
生き方、人間関係などの相談

第２水曜日午後７時～９時（10月９
日・11月13日・12月11日）午後８
時30分までに電話してください

子どもに
関する相談

18 歳未満の子どもの問題に
ついての相談（いじめ、育児、
発達、性格、学校生活など）

月～金曜日
午前９時～午後５時 30分
※�電話での相談もでき�ます。

電話で予約してくだ
さい

こどもを守る課こども相談担当
（保健福祉センター４階）
☎838・0181

教育相談
幼児・児童・生徒の教育に
ついての相談（不登校、学
習、性格、友人関係など）

月～金曜日
午前９時～午後５時
※�電話での相談もでき�ます。

総合教育研修センター
（明徳一丁目１番１号）
☎ 822・7830

就労相談 就職困難者を対象に就労の
相談

求人情報検索・個別相談
毎週月・火・木・金曜日
午前10時～午後５時

産業振興センター
☎ 828・0751
※�相談場所は地域就労支援センター
（ねやがわシティ・ステーション内）

※秘密は守ります。困ったときは相談を（無料）　～ 10・11・12 月～

iOS
（iPhone）

用

Android用

アプリのインストールは
こちらから

アプリストアで
「もっと寝屋川」を検索

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

安
全
・
安
心
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屋
川
警
察
署
、
市
が
一
つ
に
な
っ
て
犯

罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
、
地
域
社
会

を
実
現
す
る
た
め
に
街
頭
啓
発
な
ど
行

い
ま
す
。

∧
期
間
中
の
主
な
活
動
な
ど
∨

　
①
10
月
11
日
（
金
）
午
後
６
時
30
分
か

ら
市
内
四
駅
で
防
犯
広
報
活
動
②
12
日

（
土
）
午
後
８
時
か
ら
市
全
域
で
夜
間
一

斉
街
頭
防
犯
活
動
③
各
地
域
で
啓
発
の
ぼ

り
・
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
掲
出
。

∧
防
犯
機
能
付
電
話
装
置（
自
動
録
音
器
）

の
無
料
配
布
∨

　
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
特
殊
詐
欺
を
未

然
に
防
止
す
る
た
め
、
自
動
録
音
器
を
配

布
し
ま
す
。

▽
配
布
日
時
・
場
所　
10
月
15
日
（
火
）

午
後
３
時
、
寝
屋
川
市
駅
前
広
場

▽
配
付
数　
１
０
０
台
（
１
世
帯
１
台
ま

で
、
申
込
順
）

▽
対
象　
市
在
住
の
70
歳
以
上
の
人

申
込　
10
月
７
日
（
月
）
午
前
９
時
か
ら

直
接
、
寝
屋
川
警
察
署

問　
寝
屋
川
警
察
署
生
活
安
全
課
（
☎
８

２
３
・
１
２
３
４
）

税
・
保
険
・

年
金

税
な
ど
の
還
付
や
支
給
は
原
則
、 

口
座
振
込
に

　
10
月
１
日
（
火
）
か
ら
、税
や
保
険
料
、

施
設
使
用
料
な
ど
の
還
付
、
高
額
療
養
費

の
支
給
な
ど
、市
か
ら
の
支
払
は
、原
則
、

口
座
振
込
と
な
り
ま
す
。
理
解
と
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問　
会
計
室
（
☎
８
２
５
・
２
４
１
８
）

税
の
お
知
ら
せ

差
押
え
財
産
を 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

　
市
税
の
滞
納
の
た
め
差
し
押
さ
え
た
動

産
の
一
部
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
シ
ス

テ
ム
「
ヤ
フ
ー
官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」

で
公
売
し
ま
す
。

　
公
売
に
参
加
す
る
人
は
、「
ヤ
フ
ー
官
公

庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
参

加
申
し
込
み
を
し
て
入
札
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
出
品
す
る
も
の　
絵
画
な
ど

▽
受
付
期
間　
10
月
11
日
（
金
）
午
後
11

時
ま
で

▽
入
札
期
間　
10
月
18
日
午
後
１
時
～
20

日
午
後
11
時

※
直
前
に
公
売
を
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
納

税
課
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
納
税
課
（
☎
８
１
３
・
１
１
３
６
）

各
種
保
険
・
医
療
制
度

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の 

更
新

　
有
効
期
限
が
令
和
２
年
10
月
31
日
ま
で

の
被
保
険
者
証
（
緑
色
）
を
10
月
下
旬
に

簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。

　
不
在
な
ど
で
受
け
取
れ
ず
郵
便
局
の
保

管
期
間
内
で
も
受
け
取
れ
な
か
っ
た
と
き

は
、
不
在
票
、
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
な
ど
）、
印
鑑
を
保
険
事
業
室
ま
で

持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
（
代
理
人
の
と
き

は
委
任
状
が
必
要
で
す
）。

問　
保
険
事
業
室
（
☎
８
１
３
・
１
１
８

２
）ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を 

利
用
し
ま
せ
ん
か

　
新
薬
と
同
じ
有
効
成
分
・
効
能
・
効
果

を
持
ち
、
よ
り
低
価
格
な
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
（
後
発
医
薬
品
）
に
切
り
替
え
ま

せ
ん
か
。

∧
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
特
徴
∨

　
①
先
発
医
薬
品
の
特
許
が
切
れ
た
後
に

発
売
さ
れ
る
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
の
製

造
販
売
承
認
に
よ
り
、
安
全
性
な
ど
が
保

証
さ
れ
て
い
ま
す
②
開
発
期
間
が
短
く
低

コ
ス
ト
で
、
中
に
は
新
薬
に
比
べ
て
５
割

以
上
安
く
な
る
薬
も
あ
り
ま
す
③
全
て
の

新
薬
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。

∧
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る

に
は
∨

　
医
療
用
医
薬
品
な
の
で
、
病
院
や
診
療

所
の
医
師
に
よ
る
処
方
箋
が
必
要
で
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
す
る
と
き

は
、
か
か
り
つ
け
の
医
師
や
薬
剤
師
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。
短
期
間
だ
け
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る
「
お
試
し

調
剤
」
か
ら
始
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

∧
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
∨

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
し
や
す

い
よ
う
に
、
医
療
機
関
・
薬
局
の
受
付
窓

口
で
被
保
険
者
証
や
診
察
券
と
一
緒
に
提

示
す
る
た
め
の
「
希
望
カ
ー
ド
」
を
、
保

険
事
業
室
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

∧
か
か
り
つ
け
薬
局
・
お
く
す
り
手
帳
∨

　
「
か
か
り
つ
け
薬
局
」
で
処
方
し
て
も

　
10
月
１
日
（
火
）
か
ら
、
取
扱
時
間

が
午
前
９
時
～
午
後
５
時
15
分
か
ら
午

前
９
時
～
午
後
４
時
に
変
更
と
な
り
ま

す
。

　
派
出
窓
口
で
の
税
や
保
険
料
な
ど
の

公
金
の
納
付
は
午
後
４
時
ま
で
に
お
願

い
し
ま
す
。

　
午
後
４
時
以
降
は
、
納
付
書
に
記
載

の
あ
る
担
当
窓
口
（
市
役
所
本
庁
以
外

の
場
合
は
会
計
室
）
で
納
付
を
受
け
付

け
ま
す
。

問　
会
計
室
（
☎
８
２
５・２
４
１
８
）

市
役
所
内
り
そ
な
銀
行
窓
口
時
間
の
短
縮
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ら
う
と
、
全
て
の
薬
が
一
つ
の
薬
局
で
把

握
で
き
、
薬
の
飲
み
合
わ
せ
や
副
作
用
な

ど
の
相
談
や
説
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

て
安
心
で
す
。

　
「
お
く
す
り
手
帳
」
を
活
用
す
れ
ば
処

方
箋
の
記
録
を
管
理
で
き
ま
す
。

問　
保
険
事
業
室
∧
75
歳
未
満
…
国
民
健

康
保
険
給
付
担
当
（
☎
８
１
３
・
１
１
８

２
）、
75
歳
以
上
…
後
期
高
齢
者
医
療
担

当
（
☎
８
１
３
・
１
１
９
０
）
∨

重
度
障
害
者
医
療
証
・ 

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証
を
更
新

　
資
格
の
確
認
が
で
き
た
人
に
は
、
10
月

下
旬
に
新
し
い
医
療
証
を
郵
送
し
ま
す

（
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
の
年
金
受
給
者
に

は
、
事
前
に
更
新
案
内
を
送
付
）。

　
医
療
助
成
が
受
け
ら
れ
る
人
は
、
市
内

在
住
で
医
療
保
険
（
国
民
健
康
保
険
、
社

会
保
険
な
ど
）
に
加
入
し
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人
で
す
。
ま
だ
助
成
を
受

け
て
い
な
い
人
は
、
保
険
事
業
室
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
所
得
制
限
（
左
の
表
の
と
お
り
）
が
あ

り
ま
す
。

∧
重
度
障
害
者
医
療
∨

　
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級

の
人
②
療
育
手
帳
Ａ
の
人
③
療
育
手
帳
Ｂ

１
の
人
で
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
～
６
級

を
あ
わ
せ
も
つ
人
④
精
神
障
害
保
健
福
祉

手
帳
１
級
の
人
⑤
難
病
の
受
給
者
証
を
所

持
し
、
障
害
年
金
ま
た
は
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
1
級
を
受
給
し
て
い
る
人

∧
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
∨

　
①
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
父
・

母
又
は
養
育
者
と
18
歳
ま
で
の
子
②
遺
族

年
金
・
障
害
年
金
（
夫
又
は
妻
の
障
害
年

金
を
含
む
）・
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

に
基
づ
く
年
金
な
ど
公
的
年
金
を
受
け
て

い
る
父
、
母
又
は
養
育
者
と
18
歳
ま
で
の

子
③
18
歳
ま
で
の
両
親
の
い
な
い
子
と
養

育
者
。

※
ひ
と
り
親
家
庭
に
該
当
し
な
く
て
も
、

父
又
は
母
が
重
度
障
害
者
医
療
の
対
象
者

と
同
等
の
障
害
が
あ
り
、
18
歳
ま
で
の
子

ど
も
（
18
歳
に
な
っ
た
最
初
の
３
月
31
日

ま
で
の
子
）
が
い
る
人
は
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。
４
月
１
日
か
ら
、
医
療
助
成
担
当

窓
口
は
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
に
変

更
し
て
い
ま
す
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

問　
保
険
事
業
室
（
☎
８
１
２
・
２
３
６

３
）

年
金
制
度

遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
に
は 

請
求
が
必
要

　
国
民
年
金
加
入
中
の
人
や
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
資
格
期
間
（
原
則
と
し
て
25
年
）

を
満
た
し
た
人
が
死
亡
し
た
と
き
に
、
同

居
し
て
い
た
、
生
活
費
を
送
っ
て
も
ら
っ
て

い
た
な
ど
、
そ
の
人
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持

さ
れ
て
い
た
子
又
は
子
の
あ
る
妻
・
夫
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

※
支
給
要
件
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

問　
市
民
課
（
☎
８
２
４
・
１
１
８
１
）

納期限のお知らせ

＜納付相談など＞
　市税、国民健康保険料については、平常業務の
ほかに、毎週木曜日（祝日を除く）午後８時までと
毎月第４日曜日（10月は27日）午前９時～午後５
時30分に納付相談と納付を受け付けています。

＜口座振替が便利です＞
　納期限に自動で口座から引き落として納めることができます。申
し込みは、指定金融機関での手続きと各窓口やシティ・ステーション
などで手続きできます。納め忘れがなくなりますので利用してくだ
さい。手続き方法など詳しくは、各課へ問い合わせてください。

★市民税・府民税（市民税課）…普通徴収第３期分
★国民健康保険料（保険事業室）………第５期分
★後期高齢者医療保険料（保険事業室）…第４期分

★保育所保育料（保育課）………………10月分
★介護保険料（高齢介護室）…普通徴収第５期分
★留守家庭児童会保育料（青少年課）………10月分

～10月31日（木）までに納めましょう～

扶養人数 ①②③に該当する人

０人 4,621,000 円

１人 5,001,000 円

２人 5,381,000 円

重度障害者医療の所得制限額

※�扶養親族等１人増すごとに38万円を加算し、さらに老人控除対
象配偶者又は老人扶養親族１人につき10万円、特定扶養親族
又は控除対象扶養親族（19歳未満のものに限る）であるときは、
特定扶養親族１人につき25万円を加算します。

扶養親族等の
人数

①②に該当する父、
母又は養育者

③に該当する養育者
（両親のいない子ども）

０人 1,920,000 円 2,360,000 円

１人 2,300,000 円 2,740,000 円

２人 2,680,000 円 3,120,000 円

ひとり親家庭医療の所得制限額

※�扶養人数が１人増すごとに38万円を加算します。所得とは、収
入から必要経費を差し引いた額です。
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